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当社の会社情報の適時開⽰にかかる社内体制の状況は、下記のとおりです。 
 

記 
 
当社および⼦会社において決定または発⽣した会社情報につきましては、情報取扱責任者である管理部門管掌取締役の管
理・監督のもと、適時開⽰規則等に準じて適時適切に開⽰する社内体制を整備しております。 
① 決定事実 

決定事実に関する重要情報は、当社の各部門や⼦会社より、当社の重要事項決定機関である取締役会へ上程され、承
認後、適時開⽰規則に準じて開⽰が必要な重要情報や当社が開⽰すべきと判断した重要情報は、情報取扱責任者の
指⽰により担当部門(企画部)が速やかに開⽰いたします。 

② 発⽣事実 
発⽣事実に関する重要情報は、当社の各部門や⼦会社より、当社の取締役会に即時に報告され、適時開⽰規則に準じ
て開⽰が必要な会社情報や当社が開⽰すべきと判断した重要情報は、情報取扱責任者の指⽰により担当部門(企画部)
が速やかに開⽰いたします。 

③ 決算、業績予想に関する情報 
決算、業績予想に関する情報は、経理部が資料を作成し、取締役会の承認後、情報取扱責任者の指⽰により担当部門
(企画部)が開⽰いたします。 
 

 


